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青森県教育委員会第７２５回定例会会議録 

 

期  日    平成２１年６月３日（水） 

 

場  所    教育庁教育委員会室 

 

議事目録 

 報告第１号  議案に対する意見について 

 報告第２号  青森県教科用図書選定審議会委員の辞任について 

 報告第３号  行政文書一部開示決定処分に対する異議申立てに係る青森県情報公開審査

会への諮問について 

 議案第１号  平成２２年度青森県立中学校入学者選抜基本方針案 

 議案第２号  県立高等学校の学科の設置・廃止について 

 議案第３号  青森県スポーツ振興審議会委員の人事について 

 議案第４号  青森県立郷土館協議会委員の人事について 

 そ の 他  職員の懲戒処分の状況について 

 

 

平成２１年６月３日（水） 

・開会 午前１０時３０分 

・閉会 午前１１時１０分 

・出席者の氏名 

 鈴木秀和、島康子、高橋幸江、清野暢邦、田村充治（教育長） 

・説明のために出席した者の職 

 細越理事、橋本理事、山谷参事、金子参事、職員福利・教職員・生涯学習・スポーツ健

康・文化財保護各課長 

・会議録署名委員 

 島委員、高橋委員 

・書記 

 相坂譲、坂本雄大 
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会 議 

 

 

議事 

 

 

報告第１号 議案に対する意見について 

（事務局説明 白石職員福利課長） 

 平成２１年５月２５日から２７日まで開催された県議会第９０回臨時会に上程する議案に

ついて、平成２１年５月１９日付けで知事から意見を求められたところであるが、教育委員

会の会議を招集する暇がなかったことから青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第

４条第１項の規定に基づき、教育長において臨時に代理し、原案に同意したので報告すると

ともに、同意した議案の内容について説明する。 

 まず、「青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

案」についてである。 

 この条例案は、教育長の本年６月に支給する期末手当について、人事委員会勧告に基づき

今回引き下げることとなる一般職の職員との均衡を踏まえ、支給割合を引き下げるものであ

る。 

 次に、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」についてである。 

 この条例案は、去る平成２１年５月１３日付けの青森県人事委員会からの職員の給与に関

する報告及び勧告に基づき、「職員の給与に関する条例」、「任期付研究員の採用等に関す

る条例」及び「任期付職員の採用等に関する条例」に定められている職員の本年６月の期末

手当について、支給割合を引き下げるものである。 

 なお、改正後のこれらの条例は、平成２１年５月２７日に公布・施行されているが、この

改正は本年６月支給分に限った暫定的な措置であり、今後、人事委員会において民間の賃金

支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に勧告するとされてい

る。 

 

（鈴木委員長） 

 何か意見、質問はあるか。 

 なければ、報告第１号については了解した。 

 

 

報告第２号 青森県教科用図書選定審議会委員の辞任について 

（事務局説明 橋本理事） 

 平成２１年度青森県教科用図書選定審議会委員である青森市教育委員会教育長の角田詮二

郎氏が、平成２１年５月３１日付けで教育長を辞職することに伴い、平成２１年度青森県教

科用図書選定審議会委員の辞任願の提出があった。 

 同氏の辞任承認については、平成２１年５月３１日付けで行う必要があったが、教育委員
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会の会議を招集する暇がなかったため、青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第４

条第１項の規定により教育長が臨時に代理し、承認したので報告する。 

 なお、平成２１年６月２日の第２回教科用図書選定審議会は１６人の委員で開催し、平成

２２年度に中学校で使用する教科用図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の

選定資料について審議し、答申があった。 

 

（鈴木委員長） 

 何か意見、質問はあるか。 

 なければ、報告第２号については了解した。 

 

 

報告第３号 行政文書一部開示決定処分に対する異議申立てに係る青森県情報公開審査会へ

の諮問について 

      （非公開の会議につき記録別途） 

 

 

議案第１号 平成２２年度青森県立中学校入学者選抜基本方針案 

（事務局説明 橋本理事） 

 青森県立中学校の入学者選抜は、選抜基本方針に基づいて作られる選抜要項によって実施

されているが、基本方針は毎年度教育委員会で審議している。 

 「平成２２年度青森県立中学校入学者選抜基本方針案」については、平成２１年度の基本

方針と同様とするものである。 

 

（鈴木委員長） 

 何か意見、質問はあるか。 

 なければ、議案第１号は原案のとおり決定することに異議はないか。 

 

（全委員） 

 異議なし。 

 

（鈴木委員長） 

 議案第１号は原案どおり決定する。 

 

 

議案第２号 県立高等学校の学科の設置・廃止について 

（事務局説明 佐藤教職員課長） 

 昨年８月６日に策定した「県立高等学校教育改革第３次実施計画」に盛り込まれている学

科改編のうち、平成２２年度に実施する学科改編に伴い、学科の設置及び廃止を行うもので

ある。 

 まず、普通科等の学科改編についてであるが、青森西高校及び弘前中央高校の「人文科」
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については、生徒や保護者が、より広い進路選択が可能となる「普通科」を希望する傾向が

見られることや、人文系以外へ進学を目指す生徒がいることなどから、「人文科」をより広

い進路選択が可能となる「普通科」へ転換するものである。 

 また、三本木高校の「理数科」については、これまで大学進学の牽引役を果たしてきたと

ころであるが、三本木高校附属中学校の生徒が高校へ進学する平成２２年度からは、学校全

体で理数教育の充実を図ることとし、「普通科」へ転換するものである。 

 次に、農業高校の学科改編についてであるが、今回の学科改編は、これからの農業高校に

求められている、食の安全・安心や環境保全といった社会の変化等への対応を踏まえ実施す

るものである。 

 五所川原農林高校の「林業科」は、森林の育成や木材について学習してきたところである

が、森林環境保全や林産資源の活用についても学習することとし、「森林科学科」に変更す

るものである。 

 また、「農業土木科」は、これまで農業基盤整備等の土木技術者の育成を図ってきたとこ

ろであるが、今後は自然環境と調和した設計、施工が求められることから、環境の保全や創

造等に関する学習も行う「環境土木科」に変更するものである。 

 さらに、「食品化学科」は、これまで食品の分析や微生物バイオを重視し、食品の製造等

について学習をしてきたところである。今後は食の安全・安心、付加価値のある加工等が求

められることから、原材料の生産から加工、分析、流通、経済まで食品を幅広く学習するこ

ととし、「食品科学科」に変更するものである。 

 次に、三本木農業高校の「農業土木科」についても、先程説明した五所川原農林高校の

「農業土木科」と同様の理由により、「環境土木科」に変更するものである。 

 続いて、商業高校の学科改編についてであるが、今回の学科改編は、志望倍率が低迷して

いる学科について、生徒の進路選択幅を可能な限り確保しながら、基礎・基本である「商業

科」へ転換するものである。 

 青森商業高校の「会計科」、「情報処理科」については、志望倍率が低い状況が続いてい

る。このため、「会計科」については、「商業科」へ転換し、「商業科」の中に会計分野の

コースを設け対応するものである。また、「情報処理科」は２学級のうち、１学級を「商業

科」へ転換するものである。 

 また、三沢商業高校の「流通経済科」についても、志望倍率が低い状況が続いていること

から、「商業科」に転換し、「商業科」の中にマーケティング分野のコースを設け対応する

ものである。 

 なお、商業高校へ入学する生徒の現状として、多様な生徒が入学し、その入学目的も様々

であることから、入学後の生徒の興味・関心、適性に応じた学科の選択が可能となるよう、

「第３次実施計画」で示している「くくり募集」を、学校の実情に応じて導入し、商業教育

の活性化を図りたいと考えている。今回、学科改編を行う青森商業高校と三沢商業高校のほ

か、黒石商業高校でも「商業科」と「情報処理科」のくくり募集を導入することとしている。 

 以上が学科の設置及び廃止の内容であるが、学科の設置の時期は、平成２２年４月１日で

あり、廃止の時期は、平成２２年３月３１日であるが、廃止の日に当該学科に在学する者が

当該学科に在学しなくなる日までの間は、存続するものである。 

 なお、学科の設置及び廃止については、中学生の進路選択のため、できる限り早い公表が
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望ましいことから、本定例会に諮ったものである。決定後は、速やかに公表する予定である。 

 

（鈴木委員長） 

 何か意見、質問はあるか。 

 なければ、議案第２号は原案のとおり決定することに異議はないか。 

 

（全委員） 

 異議なし。 

 

（鈴木委員長） 

 議案第 2 号は原案どおり決定する。 

 

 

議案第３号 青森県スポーツ振興審議会委員の人事について 

（事務局説明 松田スポーツ健康課長） 

 このたび、青森県スポーツ振興審議会委員のうち 須藤 文春 委員から辞任願が提出さ

れたことからこれを承認することとし、その後任として、青森県中学校体育連盟会長、 出

町 幸太郎 氏を新たに委員に任命するものである。委員の任期は平成２１年６月４日から

平成２２年７月５日までとなる。 

 なお、スポーツ振興法第１８条第４項の規定に基づき、このことについて知事の意見を求

めたところ、５月２７日付けで同意する旨の回答を得ている。 

 

（鈴木委員長） 

 何か意見、質問はあるか。 

 なければ、議案第３号は原案のとおり決定することに異議はないか。 

 

（全委員） 

 異議なし。 

 

（鈴木委員長） 

 議案第３号は原案どおり決定する。 

 

 

議案第４号 青森県立郷土館協議会委員の人事について 

（事務局説明 岡田文化財保護課長） 

 このたび、青森県立郷土館協議会委員のうち、学校教育関係の委員を務める 工藤 博比

古 氏と 戸川 善一 氏から辞任願が提出されたため、これを承認することとし、その後

任として、六戸町立六戸小学校長 樋口 博昭 氏と県立青森戸山高等学校長 柴田 眞理子 

氏を新たに委員に任命するものである。 

 なお、委員の任期は、前任者の残任期間の平成２１年１０月１１日までである。 
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（鈴木委員長） 

 何か意見、質問はあるか。 

 なければ、議案第４号は原案のとおり決定することに異議はないか。 

 

（全委員） 

 異議なし。 

 

（鈴木委員長） 

 議案第４号は原案どおり決定する。 

 

 

そ の 他 職員の懲戒処分の状況について 

 

（鈴木委員長） 

 ５月に行った職員の公開処分の状況については、資料のとおりであるが、何か質問、意見

はあるか。 

 なければ、今回の懲戒処分の状況については了解した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


